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各委員会の活動

　この特別委員会は、平成16年9月の定例会において、平
成15年5月に南部地区廃棄物処理施設推進協議会（南廃協）
の発足に伴って生じた南部広域行政組合への負担金（平
成15年880万余、平成16年度1,244万余）と、本町が加入して
いる東部清掃施設組合（西原町･与那原町･佐敷町）の運営

等との関わりが、どのようにあるほう
が望ましいかを調査することと、各調
査を進めながら12月定例会で中間報告
を行い、3月議会を目途に最終報告をす
ることを目的に、議長を除く19名の全
議員で設置されました。
　この間、東部清掃施設組合の状況と
考え方についての現地調査と西原町当
局の考え方についての聞き取り調査の
結果、東部清掃は、平成11年にダイオキ
シン対策として4億9,350万円をかけて
排ガス高度処理施設の改良工事を行っ
たが、耐用年数7年目になる平成18年～
19年にかけて施設の基幹改良工事（1日
90トン⇒130トン）を20億円（1/2の国庫
補助）をかけて行う予定で、東方市（仮称）
の市町村合併が実現しても当分の間は
東部清掃施設組合と島尻清掃施設組合

は現状の形態で稼動させるとの事、基幹改良工事の負担
分については、合併しても構成3町で負担するとのこと。
　また、近隣の浦添市クリーンセンター、倉浜衛生施設組
合（沖縄市･宜野湾市･北谷町）、島尻清掃施設組合（東風平町･
大里村･具志頭村･玉城村･知念村）の現地視察調査、そして
南部地区廃棄物処理施設推進協議会の事務局にて、取り
組みの状況と意見交換を行ってきましたが、南廃協にお
いては、事務局の業務の遅れから、12月末の最終処分場候
補地（10ヶ所）の発表も1ヶ月遅れで、流動的である南廃協
の動きをじっくり見極める必要があり、引き続き議論を
重ねていく予定です。

東部清掃施設組合の運営等に関する
調査特別委員会

「保育所運営費及び施設整備補助金の削減に反対する要望書」
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上 原 節 夫　昭和7年6月25日生（72）

西原町字翁長481番地　坂田ハイツD-34

かきのはな たけ  のぶ

垣 花 武 信　昭和12年2月23日生（67）

西原町字幸地319番地　坂田ハイツC-23

監査委員の選任（再任）
任期満了に伴うもので、平成21年3月31日まで

教育委員の任命（新）
教育長の辞任に伴うもので、残任期間は平成17年3月31日まで


